
 ＜御坊日高老人福祉施設事務組合　事務局＞

○受付期間

令和８年１月１３日　から　令和８年３月１９日　まで

(土曜・日曜祝祭日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

○受付場所

御坊日高老人福祉施設事務組合　事務局

〒６４４－００４４

和歌山県日高郡美浜町大字和田１１３８番地の１８０

ＴＥＬ　０７３８－２３－３４７８(代表）

ＦＡＸ　０７３８－２４－０２７４

○有効期間

令和８年度及び令和９年度

（令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間）

○提出方法

持参または郵送

郵送の場合は、令和８年３月１９日必着とします。

受付受理表の返送を希望する場合、返信用切手を貼付した封筒または

はがきを同封して下さい。

○書類様式

国土交通省統一様式（建設工事、測量・建設コンサルタント等）、全省庁

統一様式（物品製造等）、和歌山県様式及びこれに準ずるもの。

用紙サイズはＡ４版サイズ

ファイル綴（表紙及び背表紙に商号または名称明記）、または紐綴

令和８年・９年度　一般（指名）競争入札参加願いの受付について

　令和８年・９年度において、御坊日高老人福祉施設事務組合が発注する建設

工事、測量・建設コンサルタント等及び物品購入等の一般（指名）競争入札に

参加を希望される御坊市・日高郡内に、本社・営業所等のある業者の方は、下

記事項に留意のうえ、申請書に必要書類を添付して期限までに提出してくださ

い。



○提出書類

●建設工事

1

3

4

5

6

7

8
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12

13

●測量・建設コンサルタント

1

2

3

4

5

8

9

10

印鑑証明書

書 類 名

書 類 名

6

7
原本

写可

原本

原本

写可

写可

写可

写可

使用印鑑届

委任状（代理人を置く場合）

法人は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本

写可

写可

ないことを証する証明書

・市町村の上下水道料金を納付する者にあっては、完納

証明書

写可

原本

原本

技術職員名簿、または技術者経歴書

登録証明書

納税証明書等

・法人税、消費税（個人用は「その３の２」、法人用は

「その３の３」、未納税額がない証明）

・市町村税を納税する者にあっては、市町村税の未納が

・法人税、消費税（個人用は「その３の２」、法人用は

・市町村税を納税する者にあっては、市町村税の未納が

証明書

原本

書類状態

個人は、代表者の身分証明書

総合評定値が記載されている直近のものに限る。

工事経歴書

工事種類別完成工事高

営業所一覧表

写可

写可

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

業務経歴書

営業所一覧表

個人は、代表者の身分証明書

印鑑証明書

使用印鑑届

委任状（代理人を置く場合）

「その３の３」、未納税額がない証明）

ないことを証する証明書

・市町村の上下水道料金を納付する者にあっては、完納

写可

原本

法人は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

経営事項審査結果通知書

写可

写可

写可

2

9

10

技術職員名簿

監理技術者一覧表

写可

写可

写可

書類状態

原本

写可

写可

写可

写可

建設業許可証明書

納税証明書等



●物品購入等

1

2

3

4

7

8

9 原本

納税証明書等

・法人税、消費税（個人用は「その３の２」、法人用は
写可

「その３の３」、未納税額がない証明）

・市町村税を納税する者にあっては、市町村税の未納が
写可

ないことを証する証明書

・市町村の上下水道料金を納付する者にあっては、完納
写可

写可

原本

写可

原本

個人は、代表者の身分証明書

印鑑証明書

委任状（代理人を置く場合）

使用印鑑届

5

6

証明書

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書

納入経歴のわかる書類

営業所一覧表

営業許可証等

法人は、履歴事項全部証明書または登記簿謄本

書 類 名 書類状態

原本

写可

写可

写可


